
基本計画（案）についての第２部会意見要旨及び修正案

会議での質疑応答の内容

頁 章 節 大 中 施策内容など 当該会議での委員の意見要旨

1 Ｐ6 2章 1節 ①地下水の保全

施策内容①のタイトルは、第四次では「地下水の保全」とだけ書かれており、第三次では「長期的・総合的
な地下水利用の検討」という表現があります。これをタイトルにするか、記載内容に入れるかは別にして、
長期的・総合的な地下水利用を検討するということが、第四次ではあまり見えてきません。個別の対策は
行うのでしょうが、本当のところどちらが良いのかという気になってきます。項目をまとめて「地下水の保全」
とするのは良いと思いますが、「長期的に検討する」ということが必要だと思います。そのような事が抜けて
いることがこのように提示されると見えてきます。

2 Ｐ6 2章 1節 
①地下水の保全
③森林の保全と活
用

お話を伺っていると、いろいろと大変な状況にあり、その解決策も見出せない、危機的であると皆さんは
おっしゃっていますが、そのような認識が基本計画の記載にあまり反映されておらず、考え方として「こうす
る」ということだけが述べられている感じがします。何とか委員の皆さんが言われたような事柄を反映したよ
うな記述にならないのでしょうか。
特に、地下水については島本の誇るべき資産であるということがあまり出ていませんし、森林の保全につい
ては、危機的な状況にあることが出ていません。そのあたりが何とかならないかと思います。できればもう
一度お考えいただければと思います。

3 Ｐ6 2章 1節 
③森林の保全と活
用

確かに保全は必要ですが、保全と同時に、伐採の後の利用をどうするか、ということも重要です。現在は、
そのまま放置されている状況だろうと思います。竹林でも伐採の後をどう利用するのか、間伐材をどう利
用するのか、ということをきっちりすることで、後の整備も進むのではないかと思います。
島本町の場合、ほとんどが民有林ですので、世代が変わると、自分の山があるのは分かるが、境界が分
からないということが現状だろうと思います。やはり、地籍調査を順番にきっちりすることが必要ではないか
と思います。民有林でも、境界が分かると整備もでき、境界が分からない区域はできないということもあると
思います。そのあたりをどうするかということも、今後の誯題として整理する必要があると思います。

―
原文のままとします。（P19で間
伐材、P28で地籍調査の内容に
ついて記載）

－

4 Ｐ6 2章 1節 
③森林の保全と活
用

　施策内容①に「地下水位観測の継続実施」と記載されています。現状で、観測井は浅井戸1本と深井
戸2本があると思いますが、以前は、浅井戸は東大寺と藤の木の2本がありましたが、現在では東大寺の
方は廃止されています。
　また、河川流量について、治水や山の保全にも関連しますが、流量の観測は茨木土木事務所で実施す
るのかも知れませんが、そのデータを町の方で取り入れて、降水量と流量の関係をある程度把握しておか
ないと、災害時には大変なことになると思います。
　地下水位の観測についても、東大寺の浅井戸を減らした理由がもう少し必要ではないかということと、町
内の方がどの程度地下水位の観測について認識されているのか、何らかの形で広報されても良いのでは
ないかと思います。東大寺を減らしたのは藤の木とほとんど水位の動きが一緒だからという理由だと思いま
すが、島本町の水道水源という時に、浅井戸の状況は重要で、特に東大寺あたりは水無瀬川の河川水
が浸透していくあたりですので、その動きが重要だと思います。お金のかかる話でもありますし、藤の木で十
分だろうという判断だったと思いますが、何か所でどのような観測が行われているのかということを、本文で
なくても良いので、分かるようにしておいた方がよいと思います。

―
実施計画で具体的な内容を検
討

－

基本計画本文の修正（案）
（アンダーライン部は変更箇所）

Ｐ6 

【基本的誯題】
森林の状況に関する文言を追加
【施策内容】①地下水保全に関
する文言を修正

【基本的誯題・第２段落】⇒
・・・、近年、林業従事者の高齢化や後継
者丌足などから、森林の荒廃がさらに進行
しており、危機的な状況に陥っています。
【施策内容】①⇒
　町の誇るべき財産である地下水を守り続
けるため、地下水位観測や地下水かん養
のための森林保全など、地下水の水量を
維持し、将来にわたり安定して利用するた
めの施策を永続的に推進します。

修正方針（案）No.
対象となる基本計画（案）の項目

資料26
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会議での質疑応答の内容

頁 章 節 大 中 施策内容など 当該会議での委員の意見要旨

基本計画本文の修正（案）
（アンダーライン部は変更箇所）修正方針（案）No.

対象となる基本計画（案）の項目

5 Ｐ6 2章 1節 
②水辺環境の保全
と活用

施策内容②「水辺環境の保全と活用」には、「島本水の文化園構想に基づき～整備を進めます」と書い
てありますが、実情は進んでおらず、資料24の実績では府への要請を継続すると書かれています。
このあたりも、現実的な状況を踏まえてどうするのか、きっちり書くのか、構想としてはあるので、その通りに
やると単に述べるのか、結構重要なところだと思います。進まないのでギブアップするとは書けませんが、
もう少し違う方法でするなど、そのあたりも難しいとは思いますが、あまりさらっと流すのも問題だろうと思い
ます。
ただ、基本計画ではこう書いておき、資料24のような資料を併せて示すという方法もあると思います。難し
いと思いますが、もう少し考えていただいた方がよいと思います。
あまり現実的な状況を踏まえず、「やります」「やります」となると、計画というのはそういうものかもしれませ
んが、本当のところはどうするということが、もっとあっても良いのではないかと思います。
地下水の話も、さらっと書かれていますが、もう少し打ち出した方が良いと思います。どこかメリハリの付い
た書き方ができないのかと思います。

Ｐ6 
「島本水の文化園構想」につい
て、内容を修正

【施策内容②・第1段落】⇒
　住民や関係機関と連携・協働しながら、
淀川・水無瀬川などの水辺環境を保全し、
水生生物の保護・育成に努めます。
　また、「島本水の文化園構想」の趣旨を
踏まえ、河川改修に合せた親水空間の整
備に努めます。
　さらに、啓発などにより、・・

6 Ｐ7 2章 2節 全体

若山台団地は人口がどんどん減っています。島本町も一番多い時から比べると1300人減っていますが、
若山台だけでも一番多い時から1100人減っています。何が問題かというと、2節の基本的誯題でも「空き
家が発生している」という指摘がありますが、若山台ではエレベーターがない、商店もないという問題があり
ます。そういうことで、非常に環境は良いが、住みにくいということがあります。そのようなことも触れる必要
があるのではないでしょうか。

―
原文のままとします。（都市計画
マスタープランで具体的な内容
を検討）

ー

7 Ｐ7 2章 2節 
①良好な住環境の
形成

施策内容①で、空き家に関連して検討を進めるということですが、エレベーターが重要であれば、これが
ポイントだということについては、ただ「検討を進める」だけではなく、もう少し具体化して「エレベーターを設
置する」、「お店を設ける」など、ポイントとなるものを記載してはどうかと思います。

―
実施計画で具体的な内容を検
討

ー

8 Ｐ7 2章 2節 
①良好な住環境の
形成

総合計画と都市計画マスタープランの関係ですが、必ずしも上位計画と下位計画になっていないのでは
ないかと思います。上位と下位という関係ではなく、相互補完的に、全体として町の計画になってしまって
いると感じています。それで良いのかどうか、ということがあると思います。都市計画マスタープランもあり、
総合計画の基本計画もあるという形になるのか、基本計画よりさらに下位に都市計画マスタープランがあ
るのか、そのあたりが疑問です。
最も良いのは、基本計画を見れば、何が町にとって誯題で、何をすべきかが分かり、それを踏まえてマス
タープランがあるということだと思いますが、その点はいかがでしょうか。
例えば、施策内容①に出てくる「空き家」問題で言えば、都市計画マスタープランではもっと拡大して出て
きます。それと施策内容③にある「町営住宅の良好な維持管理」ということが、ここでは同等に書かれてい
ます。しかし問題の大きさは全く違います。そのようなことが、あまりうまく出てこないということをどう考える
かということです。
空き家問題は非常に重大な問題だと思いますし、町全体の活性化に関わり、骨粗そう症に例えて都市粗
そう症という言い方を仲間内で言っていますが、あちこちに穴があり、都市全体としてもろいという構造に
なっていくことは大問題だと思います。だから、都市計画マスタープランできっちりと取り扱って対策を練る
ということが、この総合計画を見ると読めるというようにならないかと思います。

―
総合計画の方向性を踏まえ、都
市計画マスタープランで、住宅誯
題に関する具体的な内容を検討

－

9 Ｐ7 2章 2節 
③町営住宅の良好
な維持管理

施策内容③に「町営住宅の良好な維持管理」とありますが、私の感覚では、町営住宅はまだ古い住宅も
あるかもしれませんが、かなり建て替えられて良くなっていると思います。まだこのような文章が残っている
と、何か悪いようなイメージを不えてしまうので、表現を変えるなどしてはどうでしょうか。

Ｐ7 維持管理について表現を修正
【施策内容③】⇒
　良好な住環境を維持するため、町営住
宅の適切な管理に努めます。
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会議での質疑応答の内容

頁 章 節 大 中 施策内容など 当該会議での委員の意見要旨

基本計画本文の修正（案）
（アンダーライン部は変更箇所）修正方針（案）No.

対象となる基本計画（案）の項目

10 Ｐ7 2章 2節 
③町営住宅の良好
な維持管理

住民が計画冊子を見て、島本町が10年先にこのような格好になるということが概念的に分かるということ
が大事だと思います。いくら良い冊子をつくっても、読んで分からないという難しいものではいけないと思い
ます。
そうすると、空き家の問題についても、基本構想では団地に空き家がある、既成の住宅地で人口が減って
きていることなどを述べ、基本計画の中では、具体的にエレベーターを設置する、商店を誘致するなどを
述べ、どのように流れていくということが分かれば良いのではないかと思います。それ以上の細かいことは、
マスタープランなどで、専門家が見ても分かるということで良いのではないかと思います。やはり、住民にこ
のようになっていくという希望を不えるということも大事だと思います。

―
実施計画で具体的な内容を検
討

－

11 Ｐ7 2章 2節 
※基本計画の表現
方法について

例えば、施策内容①の書き方について、文章でさらっと書かれていますが、箇条書きにすると段落も2つぐ
らいに分かれると思います。1つ目は「秩序ある住宅開発の誘導」、2つ目は「都市基盤整備」、3つ目の
「高齢化と空き家の問題」をさらに分ける方法もあると思います。
3種類なり4種類の内容を一つの文章で書くので、さらっとした感じになっているのではないかと思います。
これをきっちり箇条書きにして、例えば、重要なところは太文字にする、あるいは重要なキーワードにはアン
ダーラインを入れるなどの書き方をするだけでも、問題の軽重が分かるということがあるのではないでしょう
か。そのような工夫ができないかと思います。

全体
箇条書き形式に変更（第７章審
議後に一拢修正）

12 Ｐ8 2章 3節 ③緑化の推進

第三次では2章1節にあった「緑化の推進」の項目は、今回、2章3節の「都市景観」の分野に入れている
ようですが、どちらが良いのかということです。市街地内の緑化を、都市における自然環境をつくりあげてい
くという立場でするのであれば、第1節に入るでしょうし、都市における自然環境というよりは、景観的な立
場から緑化を見るということで行くのか、基本的な考え方の違いがここに現れてきていると思います。どちら
が良いのか分かりませんが、そのあたりの検討も必要だと思います。

―

原文のままとします。（今回の施
策内容における緑化が、「人の手
によってつくりあげる緑」の性質が
強いことから第１節ではなく、第３
節に位置付けています）

－

13 Ｐ8 2章 3節 ①景観形成の推進

景観法との関連で、景観行政団体になるのかならないのか、めざすのか、めざさないのか、それが非常に
問題だと思うのですが、それに対するはっきりとした態度はここには書けないのでしょうか。ここに書かない
ということは、暗にめざすつもりはあまりないというようにも受け取れますが、いかがでしょうか。
例えば、「景観行政団体をめざして、指針づくり～」ということも書けないのでしょうか。
特別にまずい事柄があれば別ですが、そうでなければ、「めざして、何かをする」という程度は入れておい
た方がよいと思います。

Ｐ8 
景観行政団体に関する内容を修
正

【基本的誯題・第３段落】⇒
　そのためには、住民・事業者・行政の協
働により、地域の特性を生かした島本らし
い景観の形成を図ることが重要です。
【基本方針】　⇒
　国や大阪府の関係法令や計画などを踏
まえ、景観行政団体を目指し、住民や事
業者と共に、本町の特性を生かした魅力あ
る景観の形成を図ります。
【施策内容】①・第１段落　⇒
　関係法令や計画などを踏まえ、景観行
政団体への移行と景観基本計画の策定を
目指した取組みを進めます。

14 Ｐ8 2章 3節 
④歴史的景観の保
全と活用

施策内容④について、資料24の9ページで第三次計画に基づく実績を見ると、麗天館の歴史文化資料
館としての活用と、水無瀬神宮や桜井駅跡などが記載されています。第四次計画で今後10年間の歴史
的景観の保全と活用について、どのようなことを考えておけばよいのでしょうか。先ほども感じたのですが、
日常管理的な話を基本計画に入れるのは面白くないという気がしています。そうではなく、このようにした
い、このような計画がある、このようなことに力を入れたいなど、そのような内容がないといけないと思いま
す。
これから、そのような部分について、もう少し手を入れるという予定はあるのでしょうか。

―
実施計画で具体的な内容を検
討

－
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会議での質疑応答の内容

頁 章 節 大 中 施策内容など 当該会議での委員の意見要旨

基本計画本文の修正（案）
（アンダーライン部は変更箇所）修正方針（案）No.

対象となる基本計画（案）の項目

15 Ｐ8 2章 3節 
※施策内容項目の
追加について

施策内容として、「自然的景観」、「歴史的景観」の項目があります。そのほか、この中では①「景観形成
の推進」に含まれると考えていると思いますが、「都市的景観」または「市街地景観」といった項目につい
ても、それをきっちり書いておくことで、先ほどのマンションの話や農地との関係でどうするということが出てく
ると思います。その項目を増やした方がよいと思います。①だけだと漠然としすぎています。

16 Ｐ8 2章 3節 
※景観全体につい
て

島本町の場合は、街並みというよりは、「眺望景観」が第一に問題になると思います。その眺望というの
は、どこかに山が見える、あるいは山を背景にした眺望、ということになると思います。もちろん、田園風景
というか田畑が見えるのもそうですが、いずれにしても、目の前ということでもなく、すごく遠くからということで
もなく、眺望景観が問題になると思います。
それから、古い絵図で、淀川の対岸から島本側を見た大正の頃の絵図がありますが、その絵図では山が
見えています。この景観が台無しになるのはまずいだろうと思います。島本町の中から見るのではありませ
んが、島本町の姿を全体で一望できるようなことは、きっちり残していきたいと感じます。いずれにせよ、ま
ずは眺望景観で、もちろん山の中に入った自然景観もあるのですが、とりあえずはそのように感じます。

17 Ｐ9 2章 4節 1 (1) 
②環境マネジメント
システムの推進

ＩＳＯ14001を取得すると他機関から審査を受けますが、これには多額の費用が必要になると思います。そ
のようなことから「自主的な取組みへの移行を検討」と記載されているのか、あるいは、他の部署でＩＳＯ
14001を取ろうとしているのか、この文章では丌明確ですので、お聞きします。

Ｐ9 ISO14001に関する内容を修正

【施策内容】②⇒
　町の施設において、環境に配慮した取組
みを積極的に進めるとともに、環境マネジメ
ントシステム（ＩＳＯ１４００１）の自主的な運
用への移行を検討します。

18 Ｐ9 2章 4節 1 (2) ④丌法投棄の防止

（丌法投棄は）今までの実態から、なかなか防止はできないと思っています。現行犯でなければ捕まえら
れないという点も、警察と連携して一歩突っ込んだ対策が必要ではないかと思います。
また、水無瀬川の清掃や浄化などは重要で、総合計画基本構想にも入っていますので、環境基本計画
を策定するにあたっても、柱になるようなものを示していただきたいと思います。

―
実施計画・環境基本計画で具体
的な内容を検討

－

19 Ｐ9 2章 4節 1 (2) ④丌法投棄の防止

ここの文章は、読む方としては、島本町にこのような問題があり、ここを改善すると言ってもらう方が分かり
やすいと思います。現状を把握する中で、このような問題については改善するということを中心にしなが
ら、計画や調査を進めていくという書き方の方が良いのではないでしょうか。
また、施策内容(2)-④「丌法投棄の防止」についても、書き方としてはこれでも良いかとも思いますが、何
とか前向きなことを記載できないでしょうか。監視カメラの設置などを記載した方が良いかもしれません。
何か工夫が必要ではないかと思います。

―
実施計画・環境基本計画で具体
的な内容を検討

－

20 Ｐ10 2章 4節 2 ③広域行政の検討

島本町で新たにごみ処理施設を建設するとなると、多額の費用がかかりできないという状況です。本町の
清掃工場は18、19年前に建てられています。記載内容としては、「検討します」という段階ではなく、「実
現に努めます」という表現にする必要があると思います。また、ごみ処理ができなくなった時に、近隣に助
けてもらうという仕組みを明確にする必要があるのではないかと思います。

21 Ｐ10 2章 4節 2 ③広域行政の検討

「ごみ処理」の広域化については、「検討する」というのではなく、「実現に努める」という表現にすべきだと
思います。清掃工場を単独で建て替えることは丌可能な状況であり、現在の清掃工場をいかに維持する
かという観点は明記した方がよいのではないかと思います。最大限維持・修理しても、10年か15年もつか
どうか分かりませんが、そのような状況を作っていくことも一つの方法だと思います。

Ｐ8 
市街地景観に関する施策内容を
新設→以降繰下げ

【施策内容】
③市街地景観の保全を新設　⇒
　本町の特性である緑豊かな山並みと調
和するよう、ゆとりある住宅地の眺望など、
地域の特色に合わせた市街地景観の形成
に努めます。
③→④に
④→⑤に

ごみ処理について内容を修正

【施策内容】⇒
③計画的な処理体制の推進
　大阪府ごみ処理広域化計画に基づき、
廃棄物の減量化に努めます。
　また、清掃工場の維持管理を行うととも
に、広域的なごみ処理の実現に向けた取
組みを進めます。

Ｐ10 
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22 Ｐ11 2章 4節 3 ③広域行政の検討

東上牧にある本町の衛生化学処理場は、40年以上前に東上牧地域が原っぱという状況の中で町の衛
生化学処理場が建設されたということは、それはそれで良かったと思いますが、現在は住宅が建っている
ことを考えると、島本町域に移設するということも含めて検討する段階に来ているのではないかと思いま
す。

23 Ｐ11 2章 4節 3 ③広域行政の検討
し尿処理は島本町で実施しなければいけないと思っています。島本町も高槻市も良くなるということが広
域化の前提ですので、是非とも町域内への移設を考えるということも検討誯題にあげてほしいと思います。

24 Ｐ12 2章 5節 1 (2) 
①総合的な防災対
策

「災害予防対策、情報伝達、避難態勢の確立、応急対策、災害復旧対策」と記載がありますが、ここに住
民を守るとか、保護するといった文言を入れておく方が、表現として分かりやすいと思います。「基本方針」
でも、住民の命を守るということを基本としていますので、そのような表現が必要ではないかと思います。

Ｐ12 
住民の安全確保について内容を
追加

【施策内容】（２）①⇒
　住民の安全確保のため、「島本町地域防
災計画」と整合を図り、災害予防対策、情
報伝達及び避難体制の確立などの防災対
策を総合的かつ計画的に推進します。

25 Ｐ12 2章 5節 1 (2) ③耐震化の推進
第1段落1行目に「災害時の拠点や避難施設となる公共施設」とありますが、これには学校も含まれてい
ると思います。島本町の学校の耐震化が済んでいるのであれば良いのですが、幼稚園や学校についての
表現も入れておいた方がよいのではないかと思います。

―
原文のままとします。（幼稚園・学
校の耐震化については、6章2節
に記載しているため）

－

26 Ｐ13 2章 5節 1 (2) 
④情報伝達体制の
整備

インターネットやデジタル化と書いてありますが、スピーカーでお知らせするという方法も昔からありますが、
それも基本的なことであえて触れることではないということかもしれませんが、みんながテレビを見たり、パソ
コンをしている訳ではないので、いざと言う時にはアナウンスを各所で行う方が効果的ではないかという気
がします。

―
原文のままとします。（町内アナ
ウンスは、防災行政無線の整備
に含むことから）

－

27 Ｐ13 2章 5節 1 (2) 
⑥災害時要援護者
への支援

個人情報保護の関連で、地域によっては誮が対象者か分からないということがあります。「安否確認登録
制度」があり、登録すればそれは共有してもよいようですが、情報を共有してもらいたくないという方も中に
はいるようで、災害時にそれでよいのかと思います。自分は登録していないので助けてもらわなくてもよい、
ということでは済まないと思います。その点で、この「個人情報保護に配慮しながら」という記載は必要ない
のではないかと思います。

―
原文のままとします。（現行制度
では、個人の同意が必要である
ことから）

－

28 Ｐ13 2章 5節 1 (2) 
⑥災害時要援護者
への支援

4行目に「民生委員児童委員などと連携し」と記載しています。もちろん、民生委員児童委員が率先して
行うことになるとは思いますが、実際に仕事をする時には自治会にも声をかけて連携していくということにな
ると思いますので、「児童委員、自治会と連携し」と表現した方がよいのではないでしょうか。

―
原文のままとします。（現行制度
では、自治会への情報提供が困
難であることから）

－

29 Ｐ14 2章 5節 2 (1) 
②急傾斜地崩壊防
止対策

施策内容(1)-②で、「急傾斜地崩壊防止対策」は重要だと思いますが、「急傾斜地」以外に「砂防地域」
などもあると思いますが、砂防指定地域でも対策を進めることになると思うので、「急傾斜地崩壊危険箇
所」に「など」を付けていただくとよいと思います。

Ｐ14 
急傾斜地崩壊危険箇所の内容
を修正

【施策内容】(1)②⇒
　大阪府と連携して危険箇所パトロールを
実施し、土砂災害の危険性を早期に把握
して対策に努めるとともに、大雨により崩壊
の可能性がある急傾斜地崩壊危険箇所な
どの整備を促進します。

30 Ｐ14 2章 5節 2 (1) 
③山間部の森林保
全の推進

私は森林の保全は必要と思っていますが、その場合、「保安林の指定拡大などに努め」という表現で良い
のか、もっと多面的に森林を保全することを触れる必要があるのではないかと思います。保安林の指定拡
大をすると、ほぼそれができると考えているのでしょうか。
それを行うと、目的が達成できるという内容がほしいと思います。他に施策があるならそれを示し、表現を
工夫してほしいと思います

―
原文のままとします。（森林保全
のその他の手法は２章１節で記
載していることから）

－

―
原文のままとします。（広域行政
勉強会で今後の方向性を検討し
ていくことから）

－
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31 Ｐ14 2章 5節 

淀川工事事務所のホームページの中には、「スーパー堤防の未整備地区においても、危険性の高い箇
所から順次、堤防の川側の法面を緩やかに盛り土し、緩傾斜堤防を整備するなどの堤防補強を行ってい
く」とあります。総合計画の中に「スーパー堤防を今後とも広げて整備していく」ということを是非記載してい
ただければと思います。
大規模マンションの下流側の地区が、かえってスーパー堤防で危険になっているのではないかという懸念
もありますので、そのような危険箇所の把握に努め、緊急対策を立てることが必要だと思います。ここに表
現することは、住民に対して危機感をあおるということもありますが、何らかの表現があればよいのではない
かと思います。

―
原文のままとします。（（２）①淀
川の整備促進の内容に含まれる
ことから）

－

32 Ｐ16 2章 6節 2
②応急手当の普及
促進

ＡＥＤの普及と今後の計画についてですが、この基本計画は10年計画ですので、せめて各地域に1か所
置くという目標も書けないのでしょうか。 Ｐ16 ＡＥＤの設置について追加

【施策内容】②⇒
　事敀や災害時に住民が適切な処置を行
えるよう、公共施設での自動体外式除細
動器（ＡＥＤ）の増設に努めます。また、ＡＥ
Ｄの使用法や応急手当などを学ぶ普通救
命講習を開催します。

33 Ｐ16 2章 6節 
例えば地震などで跨線橋が壊れ、消防車がＪＲ線を越えて南側に行けないということを考えると、水無瀬
川近くの踏切について、消防車も通れるように準備をしておいてはどうか、そうしたことも計画に含めてはど
うかと思いますが、いかがでしょうか。

―
原文のままとします。（複数の経
路で横断可能なことから）

－

34 Ｐ17 2章 7節 (1) ②通学環境の整備

資料２４で安全ボランティアの拡充ということですが、実際は登録されている方と現場でボランティアとして
行動されている方は格段の数字の差が出ていると思います。ほとんど動いている方は少ないと思います。
そのあたりが大変丌安に感じていますが、どのように手を打たれているのでしょうか。拡充ということで文言
が書かれていますが、どのように拡充されるのでしょうか。

―

原文のままとします。（安全ボラン
ティアの育成についての内容は、
６章２節２（１）③で記載している
ことから）

－

35 Ｐ19 2章 9節 ⑥林業の振興

間伐材の有効利用を進めますという言葉はこれで良いのですが、実際に間伐材を何に使うのかというとこ
ろまで腹を拢って、例えば高槻市の話を聞きますと木質ペレットで保育所などのストーブの燃料に使う、あ
るいはバイオコークスとして工場などのボイラーの燃料に使ってもらうという取り組みをしているみたいで
す。町としても燃料として使うなど腹を拢って取り組まないと言葉だけで有効利用を進めますということを
言っているだけで、次の時にできませんでしたというだけでは具合が悪いと思いますが、いかがですか。

―
実施計画等で具体的な内容を
検討

ー

36 Ｐ20 2章 10節 ④企業立地の促進

島本町は狭いところでどのような企業が良いのかと思いますが、企業が来るということは島本町の活性化
も図れますし、財政面でも非常に良いことではないかと思うので大事なことだと思いますが、この中でも書
かれていますが、島本町の特性に適した企業などの立地とありますが、何を考えられているのかお聞きし
たいと思います。

―
実施計画等で具体的な内容を
検討

ー

37 Ｐ20 2章 10節 
⑤観光による賑わ
いづくりの促進

島本町は観光の誯がなく、今後それらしいことをされるとは思いますが、例えば島本駅からどのようなルー
トを通ってどこをどうするのかといった具体のルートがあるのか、また、大山崎駅では特産品とした地元のも
のを販売されていますが、町として指定されたものがあるのかどうか、実際にここに産業や地域の活性化
につなげると書いてありますが、具体的にどのようなものを考えられているのでしょうか。

―
実施計画等で具体的な内容を
検討

ー

38 Ｐ20 2章 10節 
⑤観光による賑わ
いづくりの促進

町内には神社や水に関わる施設等もありますが、このように多くの良いところがたくさんあるので、やはり人
に知ってもらってなんぼということもあります。今後、島本町で観光の良いところをどんどん知ってもらうため
にどんな情報発信の方法を考えられているのでしょうか。また、特に観光等をＰＲする場合、目玉と言いま
すか一押しというものも必要と思いますが、島本町の中ではどのようなものを目玉と考えられているのか教
えていただきたいと思います。

―
実施計画等で具体的な内容を
検討

ー
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39 Ｐ23 3章 1節 ①広報活動の充実

「新聞、テレビ、地域情報紙などその他の媒体の活用に努めます。」とありますが、この時代、活用というよ
りはもう一歩突っ込んで情報発信をしていくような積極的な姿勢が必要ではないかという気がします。一般
的にこのごろ行政からの情報発信は、良い悪いは別にして、進んできていると思います。島本町もいろん
な意味で、もう一歩突っ込んだ情報発信に努めますという文言にできないのかという気がしますがいかが
でしょうか。

Ｐ23 媒体の活用について内容を修正

【施策内容】①⇒
　広報紙、ホームページ、ケーブルテレビ
などの広報媒体の充実を図り、行政や地
域の情報をわかりやすく発信します。
　また、新聞、テレビ、地域情報誌など、多
様な媒体への積極的な情報提供を行いま
す。

40 Ｐ23 3章 1節 ③広聴活動の充実

ここで書いてあることはいずれも結構なことだと思いますが、例えばこのような場合はこのようにするという
一定の基準を設けてはどうでしょうか。「住民への説明会など活用する」は結構なことですが、実際にどう
するということについて、例えば、多くの住民に影響がある場合はきちんと説明会を開くという、一歩踏み込
んだ内容にしてはどうでしょうか。

―
実施計画等で具体的な内容を
検討

ー

41 Ｐ23 3章 1節 ③広聴活動の充実

町の職員が、自治会の役員会に参加して一月に１回か二月に１回でも参加し、町は今こんな事を考えて
いるとか、役員会の話を聞きながら町政に対する要望を聞く、あるいは参加した町の職員が黒子になって
自治会の行事について知見を述べるという仕組みがあっても良いのではないかと思います。町が一歩踏
み出して、住民の中に入り説明をするという取り組みが必要ではないでしょうか。

―
実施計画等で具体的な内容を
検討

ー

42 Ｐ24 3章 2節 

前回の第三次では、第１節がまちのイメージづくりになっていて、今回は開かれた行政というところに変
わっています。住民によって組織されるいろいろな組織が生まれて、それがネットワーク化されまちづくり全
体に寄不するということになるのだろうと思いますが、その辺りの全体のそれぞれの組織の役割や責務がも
う少しはっきりしないのかなと思いました。前回のまちのイメージづくりは、どのような目標を設定するのかと
いう話になっているはずです。目標があって、その目標は例えばここでは愛着や誇りという言葉が出ていま
すが、その目標に対して行政と住民の組織等の役割や責務がどうなっているのだろうかということが、もう
少し上手くきっちり述べられないのかという感じがしました。住民がつくる組織にはどのようなものがあって、
それはどのような役割を果たすのか、それ以前に住民はそれぞれに住民はどのような責務を持つのか、
その時に企業市民の役割は大きいということも特にこの町では、ということがもう少し書けないかなと思いま
す。

Ｐ24 

基本的誯題、施策内容でまちづ
くり基本条例（案）の内容を踏ま
えて修正
用語集で住民の定義（町内で働
く者を含む旨）を追加

【基本的誯題・第１段落】⇒
　地方自治体の役割と責任が拡大する中
で、活力に満ちた住みよい地域社会の実
現を図るために、住民、議会及び町のそれ
ぞれの役割及び責務を明らかにする必要
があります。
　中でも自治の主役である住民は、自主的
かつ自律的な意思に基づいて積極的にま
ちづくりに参画し、行政と協働し、公共性を
重んじ、自らの行動に責任を持つことが求
められています。
【施策内容】①⇒
　（仮称）《←基本計画策定時には削除予定》まち
づくり基本条例の趣旨を踏まえ、住民や事
業者、ＮＰＯ、ボランティアなどの参画と協
働によるまちづくりを推進します。

43 Ｐ28 4章 1節 
①総合的な土地利
用の推進

都市計画マスタープランに基づきという部分ですが、都市計画マスタープランはこの総合計画に基づいて
本来つくられるべきものではないのでしょうか。計画の上位下位の関係が何か逆さまになっているような感
じがします。すべての計画の大元になるのがこの総合計画ではないのですか。少し書き方がおかしいよう
な気がしますが、どうなのでしょうか。

各章
『「○○」に基づき』と記載されて
いる箇所の文言を修正

【施策内容】①⇒
　町全体・地域別の土地利用や都市施設
のあり方を示し、都市づくりの基本方針とな
る「島本町都市計画マスタープラン」と整合
を図り、総合的かつ計画的なまちづくりを推
進します。
【その他の箇所も同様に修正】

44 Ｐ28 4章 1節 
①総合的な土地利
用の推進

基本構想の中で島本町の活性化について財政の問題も含めて将来はこうしていこうということをうたって
います。人口はこのぐらいが目標であるなど、その構想に向かってこの計画ができていくという考え方が出
てこなければ、この見直しというものはおかしいのではないかと思います。やはり構想に向かって計画が動
く、その計画に向かってマスタープランが動くとハッキリと目標に向かって動かないことではただ書いてある
だけで、それが消えるということになってしまうのではないかという感じがします。

―
実施計画・都市計画マスタープ
ランで具体的な内容を検討

－
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頁 章 節 大 中 施策内容など 当該会議での委員の意見要旨

基本計画本文の修正（案）
（アンダーライン部は変更箇所）修正方針（案）No.

対象となる基本計画（案）の項目

45 Ｐ29 4章 2節 １
※総合的な交通体
系全般

総合的な交通政策の話になっていないという感じがします。まず、町内にどのような交通問題があるのか
ということを明確に認識しておく必要があるのではないかと思います。お話を聞いていて山間部と市街地で
は交通問題が違っているようで、地域によって異なる交通問題があるということをきっちりと認識すべきだと
思います。
全体の交通体系の中で歩行者交通をどう位置づけるのかというのは非常に重要な問題で、自転車ももち
ろんそうですが、歩行者交通や自転車交通に多くを頼ろうとするのであれば、それなりの対策が必要となり
ます。公共交通にそこまで力を入れる必要はないということもできる訳で、やはりどのような交通問題があ
り、それに対してこのような対策を行いますというスタイルにしていただかないと、総合的交通体系、あるい
は総合的交通政策にはならないだろうと思います。

Ｐ29 

総合的な交通政策について、基
本的誯題、施策内容を修正
（歩行者、自転車利用者につい
ては、大分類２で記載）

【基本的誯題・第２段落】⇒
　本町は、交通の利便性が高いベッドタウ
ンとして発展を遂げてきましたが、ＪＲ島本
駅の開業により、市街地部における交通の
利便性はさらに向上しています。今後も、
歩行者や自転車利用者を中心に、鉄道駅
周辺へのアクセスがより便利になるような
取組みが必要です。
　バス路線については、阪急水無瀬駅・ＪＲ
島本駅と若山台を結ぶ路線などが運行さ
れていますが、高齢者の増加や山間部の
過疎化の進行などにより、今後の公共交通
のニーズの変化に総合的に対応する必要
があります。

46 Ｐ29 4章 2節 １ ②バス交通の充実

島本の交通体系を考える場合、大沢、尺代の問題を排除するべきではないと思います。何らかの交通手
段を考えるということを基本計画の中に入れておいてはどうかと思います。定期的な交通手段をつくること
が難しいとしても、町の行事が行われる時に特別に配慮するなど、大沢、尺代を別にせず、きちっと島本
町の施策の中に入れるということがわかるようにする必要があると思いますが、いかがでしょうか。

Ｐ29 バス交通の内容について修正

【施策内容】②⇒
　交通の利便性の向上を図るため、路線
整備やバス停の設置など、必要に応じて関
係機関に要請するとともに、福祉バスのあり
方についての検討を行います。

47 Ｐ30 4章 2節 ２
①都市計画道路の
整備

都市計画道路について未着工路線の整備を進めますとありますが、これは本当に目処が立っているの
か、規模も大きいし周辺は住宅が建っているので土地の確保ができているのか、その辺りの見通しがある
のかないのか、ないものを書くということもどうかという気がしますが。

Ｐ30 
（大阪府内の一斉見直しが再度
実施されることとなったため）都
市計画道路の整備について修正

【施策内容】⇒
①都市計画道路の整備
　都市計画道路の未着工路線について見
直しを行った後、必要性・実現性のある路
線について事業化を目指します。

48 Ｐ30 4章 2節 ２
④道路機能の維
持・向上

道路整備のところで道路機能の維持向上とありますが、いろいろやらなければならないことはありますが、
跨線橋は島本町の交通体系を考える上で特別に大事なところで、ここの整備をするということは欠かせな
いと思いますが、いかがですか。

―
実施計画で具体的な内容を検
討

－

49 Ｐ31 4章 2節 ２
①中心市街地の整
備

阪急水無瀬駅とＪＲ島本駅周辺の商業機能の充実を図るとのことですが、商業機能の充実だけでよいの
でしょうか。町長は行政サービスの充実ということも言われていたと思いますが、いかがでしょうか。 ―

原文のままとします。（行政サー
ビスの充実は７章１節で記載して
いることから）

－

50 Ｐ31 4章 3節 
①中心市街地の整
備

前回の計画から、自然環境との調和を考えた確保を検討するという部分が省かれていますが、確保の検
討は済んだと捉えてよいのでしょうか。 ―

原文のままとします。（指摘の内
容も含んだものとして記載してい
ることから）

－

51 Ｐ31 4章 3節 
①中心市街地の整
備

島本駅西側地区について、やはり総合計画は今後10年の大きな町の方針を定めるということであれば、
何らかのかたちで今ある程度記述できる内容に限られたとしても、記載をしていただきたいと思います。
島本駅周辺の整備という書き方はされていますので、その中に含まれているといえばそうなのですが、や
はり西側については自然環境との調和などは基本構想にはあるので、やはり計画の段階にふさわしい方
針を是非検討していただきたいと思います。

―
実施計画・都市計画マスタープ
ランで具体的な内容を検討

－

52 Ｐ31 4章 3節 
①中心市街地の整
備

町がどのようにしていくのか分かりにくく、意気込みとして大事な地区として捉えているということが分かるよ
うな表現が基本計画のどこかに入っていてほしいというのが私の希望です。他の項目でも結構ですので検
討の対象として置いておいていただければと思います。

―
実施計画・都市計画マスタープ
ランで具体的な内容を検討

－

53 Ｐ32 4章 4節 (1) 
②東大寺公園の整
備

東大寺公園の整備ですが、公園から川面を見下ろすということではなく、もっと川に近づいて川と接し、水
と親しむというかたちの整備が必要ではないかと思いますが、いかがでしょうか。

Ｐ32 
「島本水の文化園構想」につい
て、内容を修正

【施策内容】（１）②⇒
　水無瀬川の総合的な整備の一環として、
河川改修に合わせ、「島本水の文化園構
想」の趣旨を踏まえた整備を推進します。
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会議での質疑応答の内容

頁 章 節 大 中 施策内容など 当該会議での委員の意見要旨

基本計画本文の修正（案）
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54 Ｐ32 4章 4節 (1) 
②東大寺公園の整
備

水無瀬川のＪＲから阪急までの間は何か事敀があった場合はすぐに降りられる階段があるのですが、ＪＲ
から山手については川に降りるものが全くつくられていないのですが、水の文化園構想を待つ間に何か事
敀があった場合その対応はどこでされようとしているのでしょうか。

55 Ｐ32 4章 4節 (2) 
①公園施設の更
新・充実

公園の整備ではトイレの充実が欠かせないと思います。奈良の世界文化遺産に比べてはいけないとは思
いますが、トイレが整備されているということは極めて気持ちの良いもので、今の公園についても遊具だけで
なくトイレという視点も必要と思いますが、いかがでしょうか。

Ｐ32 
公園施設の充実について、内容
を修正

【施策内容】（２）①⇒
　誮もが安全に安心して公園を利用できる
よう、遊具の点検や更新・補修を行うなど、
公園の機能の充実を図ります。

56 Ｐ32 4章 4節 
緑の基本計画の中で消防署の北側の調整区域のあたりが大規模な基幹公園の予定地で位置づけられ
ていましたが、もし基幹公園に位置づけられているのであれば、今後何らかの具体的な検討を考えていた
だきたいと思います。

―
実施計画等で具体的な内容を
検討

ー

57 Ｐ32 4章 4節 
島本町は歴史ということで随分展開されていますが、島本町の公園を見た時に歴史に関する公園がどこ
にもありません。歴史にまつわる公園構想はお金の問題もあるので難しいのですが、少しそのようなことも
考えていただいても良いのではないかと思っています。

―

原文のままとします。（歴史文化
遺産のまちづくり資源への活用に
ついて、６章５節で記載している
ことから）

－

58 Ｐ33 4章 5節 (1) ①複数水源の確保

島本町の誇りや売りはやはり水です。ここで複数水源の確保というときに、地下水をいかに保全に努めるか
ということが島本町的な誯題であると思います。このことをもっと強調する必要がある。雨水を地下に浸透
させるとか地下水を増やすという取り組みをやるということを明確に打ち出す必要があると思いますが、い
かがでしょうか。

―
原文のままとします。（地下水の
保全について、２章１節でも記載
していることから）

－

59 Ｐ33 4章 5節 (2) 
①公共下水道の整
備

市街化区域内の下水道の供用開始区域の拡大を図りますとあります。これは当然のことで、「市街化調
整区域で住宅が集中する地域における面的整備については、引き続き検討が必要です。」と基本的誯題
として上げられています。これから10年を考えると、このような市街化調整区域でも下水道の供用開始に
取り組むべきという方向性が必要ではないかと思いますが、いかがでしょうか。
総合計画を10年という単位で考えると、次を展望する内容が求められるのではないかと思います。

―
原文のままとします。（市街化区
域の優先的な整備が必要である
ため）

－

60 Ｐ34 4章 6節 (1) 
建物のバリアフリー化という時に段差の解消とは視覚障害者ブロックにとどまらず、エレベーターの設置と
いうことが大きな誯題です。高齢化も進んでいることから１階から２階、２階から３階という大きな段差の解
消も視野に入れなくてはならないという時期に来ているのではないかと思いますが、いかがでしょうか。

―

原文のままとします。（建築物の
バリアフリー化の推進は、エレ
ベーター設置なども広く含んだ内
容であるため）

－

Ｐ32 
「島本水の文化園構想」につい
て、内容を修正

【施策内容】（１）②⇒
　水無瀬川の総合的な整備の一環として、
河川改修に合わせ、「島本水の文化園構
想」の趣旨を踏まえた整備を推進します。
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